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成
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十
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年
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十

八

日

 

午

前

十

時

開

議

 

第

一

 
 

選

第

 
 

五

号

 

議

会

運

営

委

員

会

委

員

の

選

任

に

つ

い

て

 

第

二

 
 

同

第

 
 

四

号

 

五

條

市

公

平
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会

委

員

の

選

任

に

つ

い

て

 

第

三
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議
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條

市

議
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会

条
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の

一

部

改

正

に

つ
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す
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費
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交
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に

関

す

る

条
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一
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つ

い
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四

 
 

発

議

第

十

一
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次

代

を

担

う

若

者

世

代

支

援
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を

求

め

る

意

見

書

に

つ

い

て
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○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

た

だ

い

ま

か

ら

、

去

る

十

四

日

の

散

会

前

に

引

き

続

き

本

会

議

を

再

開

い

た

し

ま

す

。

 
土

井

康

嗣

議

員

か

ら

遅

刻

届

が

出

て

お

り

ま

す

。

 

た

だ

い

ま

の

出

席

議

員

数

は

定

足

数

に

達

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

会

議

が

成

立

い

た

し

ま

す

。

 

本

日

の

日

程

に

つ

き

ま

し

て

は

、

お

手

元

に

配

布

済

み

の

と

お

り

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

配

布

漏

れ

は

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か

。

─

─

。

 

こ

の

際

申

し

上

げ

ま

す

。

土

井

康

嗣

議

員

、

山

田

澄

雄

議

員

、

池

上

輝

雄

議

員

、

川

村

家

廣

議

員

、

堀

川

浩

美

議

員

及

び

福

塚

 

実

議

員

か

ら

議

会

運

営

委

員

会

委

員

を

辞

任

し

た

い

と

の

申

出

が

あ

り

、

委

員

会

条

例

第

十

一

条

の

規

定

に

よ

り

許

可

い

た

し

ま

し

た

の

で

、

御

了

承

願

い

ま

す

。
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○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

こ

れ

よ

り

日

程

に

入

り

ま

す

。

 

日

程

第

一

、

選

第

五

号

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

事

務

局

長

に

朗

読

さ

せ

ま

す

。

 

○

事

務

局

長

（

乾

 

旬

）

選

第

五

号

、

議

会

運

営

委

員

会

委

員

の

選

任

に

つ

い

て

。

 

 
 

五

條

市

議

会

委

員

会

条

例

第

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

委

員

の

選

任

を

行

う

。

 

平

成

二

十

四

年

十

二

月

十

八

日

提

出
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○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

欠

員

と

な

っ

て

お

り

ま

す

委

員

の

選

任

に

つ

き

ま

し

て

は

、

あ

ら

か

じ

め

議

員

各

位

の

御

意

見

を

聞

き

、

御

協

議

を

願

っ

て

お

り

ま

す

の

で

、

委

員

会

条

例

第

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

、

お

手

元

に

配

布

い

た

し

ま

し

た

名

簿

の

と

お

り

、

そ

れ

ぞ

れ

指

名

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

念

の

た

め

、

事

務

局

長

に

氏

名

を

朗

読

さ

せ

ま

す

。

 

○

事

務

局

長

（

乾

 

旬

）

田

原

清

孝

議

員

、

花

谷

昭

典

議

員

、

山

田

澄

雄

議

員

、

益

田

吉

博

議

員

、

川

村

家

廣

議

員

、

福

塚

 

実

議

員

。
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議

長

（

峯

林

宏

政

）

次

に

日

程

第

二

、

同

第

四

号

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。
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事

務

局

長

に

件

名

を

朗

読

さ

せ

ま

す
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○

事

務

局

長

（

乾

 

旬

）

同

第

四

号

、

五

條

市

公

平

委

員

会

委

員

の

選

任

に

つ

い

て

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─
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─
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─
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─

─

─
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─

─
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─

─

─

─

─
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─
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─
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─

─

─

─

─

─

 
 
 
 
 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

提

案

理

由

の

説

明

を

求

め

ま

す

。

太

田

市

長

。

 

〔

市

長

 

太

田

好

紀

登

壇

〕

 

○

市

長

（

太

田

好

紀

）

た

だ

い

ま

上

程

い

た

だ

き

ま

し

た

同

第

四

号

、

五

條

市

公

平

委

員

会

委

員

の

選

任

に

つ

き

ま

し

て

、

提

案

理

由

の

御

説

明

を

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

五

條

市

公

平

委

員

会

委

員

の

う

ち

、

山

田

悦

雄

委

員

が

平

成

二

十

四

年

十

月

五

日

に

死

去

さ

れ

、

欠

員

と

な

っ

て

い

る

た

め

、

そ

の

後

任

を

選

任

す

る

に

当

た

り

、

議

会

の

同

意

を

求

め

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 

お

手

元

に

お

配

り

し

て

お

り

ま

す

よ

う

に

、

間

林

耕

司

氏

の

選

任

を

お

願

い

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

間

林

氏

は

、

現

在

司

法

書

士

と

し

て

、

ま

た

五

條

市

固

定

資

産

評

価

審

査

委

員

会

委

員

長

と

し

て

御

活

躍

を

い

た

だ

い

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

り

ま

す

。

 

さ

ら

に

、

人

格

は

高

潔

で

、

地

方

自

治

の

本

旨

及

び

民

主

的

で

能

率

的

な

事

務

に

理

解

が

あ

り

、

か

つ

人

事

行

政

に

関

し

見

識

を

有

す

る

人

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

議

員

各

位

に

は

、

何

と

ぞ

御

理

解

を

い

た

だ

き

ま

し

て

、

御

賛

同

賜

り

ま

す

よ

う

お

願

い

を

申

し

上

げ

、

提

案

理

由

の

説

明

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

提

案

理

由

の

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

。

 
 

 
 

こ

れ

よ

り

質

疑

に

入

り

ま

す

。

─

─

。

 

質

疑

を

終

わ

り

ま

す

。

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

本

案

に

つ

き

ま

し

て

は

討

論

並

び

に

委

員

会

付

託

を

省

略

い

た

し

た

い

と

思

い

ま

す

が

、

御

異

議

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

〕

 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

御

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

よ

っ

て

本

案

は

討

論

並

び

に

委

員

会

付

託

を

省

略

す

る

こ

と

に

決

し

ま

し

た

。

 

 
 

こ

れ

よ

り

本

案

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

本

案

は

原

案

の

と

お

り

同

意

す

る

こ

と

に

御

異

議

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

〕

 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

御

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

よ

っ

て

本

案

は

原

案

の

と

お

り

同

意

さ

れ

ま

し

た

。
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─
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─

─
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─

─

─

─

─

─

 
 
 
 
 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

次

に

日

程

第

三

、

発

議

第

八

号

か

ら

発

議

第

十

号

ま

で

の

三

議

案

を

一

括

し

て

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

事

務

局

長

に

朗

読

さ

せ

ま

す

。

 

○

事

務

局

長

（

乾

 

旬

）

発

議

第

八

号

、

五

條

市

議

会

委

員

会

条

例

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

。

 

 
 

標

記

の

こ

と

に

つ

い

て

、

五

條

市

議

会

会

議

規

則

第

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

別

紙

の

と

お

り

提

出

し

ま

す

。

 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

十

二

月

十

八

日

提

出

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者

 

五

條

市

議

会

議

員

 

山

 

田

 

澄

 

雄

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

賛

成

者

 

五

條

市

議

会

議

員

 

川

 

村

 

家

 

廣

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃

 
 

 
 

土

 

井

 

康

 

嗣

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃

 
 

 
 

池

 

上

 

輝

 

雄

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃

 
 

 
 

堀

 

川

 

浩

 

美

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃

 
 

 
 

福

 

塚

 
 

 

実

 

発

議

第

九

号

、

五

條

市

議

会

会

議

規

則

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

。

 

 
 

標

記

の

こ

と

に

つ

い

て

、

五

條

市

議

会

会

議

規

則

第

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

別

紙

の

と

お

り

提

出

し

ま

す

。

 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

十

二

月

十

八

日

提

出

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者

 

五

條

市

議

会

議

員

 

山

 

田

 

澄

 

雄

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

賛

成

者

 

五

條

市

議

会

議

員

 

川

 

村

 

家

 

廣

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃

 
 

 
 

土

 

井

 

康

 

嗣

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃

 
 

 
 

池

 
上

 

輝

 

雄

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃

 
 

 
 

堀

 

川

 
浩

 

美

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃

 
 

 
 

福

 

塚

 
 

 
実

 

発

議

第

十

号

、

五

條

市

議

会

議

員

に

対

す

る

政

務

調

査

費

の

交

付

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

。
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標

記

の

こ

と

に

つ

い

て

、

五

條

市

議

会

会

議

規

則

第

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

別

紙

の

と

お

り

提

出

し

ま

す

。

 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

十

二

月

十

八

日

提

出

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者

 

五

條

市

議

会

議

員

 

山

 

田

 

澄

 

雄

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

賛

成

者

 

五

條

市

議

会

議

員

 

川

 

村

 

家

 

廣

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃

 
 

 
 

土

 

井

 

康

 

嗣

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃

 
 

 
 

池

 

上

 

輝

 

雄

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃

 
 

 
 

堀

 

川

 

浩

 

美

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃

 
 

 
 

福

 

塚

 
 

 

実

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─
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─
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─

─
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─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─
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─

─

─

─

─

 
 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

提

案

の

趣

旨

説

明

を

求

め

ま

す

。

十

番

山

田

澄

雄

議

員

。

 

〔

十

番

 

山

田

澄

雄

登

壇

〕

 

○

十

番

（

山

田

澄

雄

）

議

長

か

ら

発

言

の

許

可

を

い

た

だ

き

ま

し

た

の

で

、

た

だ

い

ま

上

程

さ

れ

ま

し

た

発

議

第

八

号

、

五

條

市

議

会

委

員

会

条

例

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

、

発

議

第

九

号

、

五

條

市

議

会

会

議

規

則

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

及

び

発

議

第

十

号

、

五

條

市

議

会

議

員

に

対

す

る

政

務

調

査

費

の

交

付

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

、

以

上

三

議

案

を

一

括

し

て

、

私

か

ら

提

案

の

趣

旨

説

明

を

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

改

正

の

趣

旨

は

、

内

閣

総

理

大

臣

の

諮

問

機

関

で

あ

る

第

三

十

次

地

方

制

度

調

査

会

に

お

い

て

取

り

ま

と

め

ら

れ

た

「

地

方

自

治

法

改

正

案

に

対

す

る

意

見

」

に

基

づ

き

、

地

方

公

共

団

体

の

議

会

及

び

長

に

よ

る

適

切

な

権

限

の

行

使

を

確

保

す

る

と

と

も

に

、

住

民

自

治

の

更

な

る

充

実

を

図

る

た

め

、

議

会

の

招

集

及

び

会

期

、

議

会

と

長

と

の

関

係

、

議

会

運

営

等

、

地

方

自

治

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

が

、

平

成

二

十

四

年

九

月

五

日

に

公

布

さ

れ

、

議

会

制

度

の

見

直

し

に

関

す

る

事

項

の

う

ち

、

委

員

会

に

関

す

る

規

定

の

簡

素

化

、

本

会

議

に

お

け

る

公

聴

会

、

参

考

人

制

度

の

導

入

、

ま

た

、

政

務

調

査

費

の

名

称

変

更

等

に

つ

い

て

所

要

の

規

定

整

備

を

図

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

改

正

の

内

容

で

ご

ざ

い

ま

す

が

、

発

議

第

八

号

、

五

條

市

議

会

委

員

会

条

例

の

一

部

改

正

に

つ

き

ま

し

て

は

、

地

方

自

治

法

に

規

定

さ

れ

て

い

た

常

任

委

員

、

議

会

運

営

委

員

及

び

特

別

委

員

の

在

任

期

間

等

に

関

す

る

規

定

が

削

除

さ

れ

た

た

め

、

当

該

規

定

を

五

條

市

議

会

委

員

会

条

例

に

定

め

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

次

に

、

発

議

第

九

号

、

五

條

市

議

会

会

議

規

則

の

一

部

改

正

に

つ

き

ま

し

て

は

、

本

会

議

に

お

い

て

、

議

決

に

よ

り

公

聴

会

を

開

き

、

ま

た

、

調

査

又

は

審

査

の

た
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め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

参

考

人

の

出

頭

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

な

ど

を

定

め

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

次

に

、

発

議

第

十

号

、

五

條

市

議

会

議

員

に

対

す

る

政

務

調

査

費

の

交

付

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

に

つ

き

ま

し

て

は

、

条

例

の

題

名

を

始

め

と

し

て

、

各

条

文

中

に

規

定

す

る

「

政

務

調

査

費

」

の

字

句

を

「

政

務

活

動

費

」

に

、

交

付

目

的

を

「

調

査

研

究

」

か

ら

「

調

査

研

究

そ

の

他

の

活

動

」

に

そ

れ

ぞ

れ

改

め

、

政

務

活

動

費

を

充

て

る

こ

と

が

で

き

る

経

費

の

範

囲

及

び

政

務

活

動

費

の

透

明

性

の

確

保

に

努

め

る

こ

と

な

ど

を

規

定

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

な

お

、

改

正

後

の

規

定

に

つ

い

て

は

、

五

條

市

議

会

会

議

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

五

條

市

議

会

委

員

会

条

例

及

び

五

條

市

議

会

議

員

に

対

す

る

政

務

調

査

費

の

交

付

に

関

す

る

条

例

は

、

平

成

二

十

五

年

三

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 

以

上

、

提

案

理

由

の

趣

旨

説

明

と

い

た

し

ま

す

が

、

各

位

に

は

、

御

賛

同

賜

り

ま

す

よ

う

よ

ろ

し

く

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

提

案

の

趣

旨

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

。

 
 

 
 

こ

れ

よ

り

質

疑

に

入

り

ま

す

。

─

─

。

 

質

疑

を

終

わ

り

ま

す

。

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

本

件

に

つ

き

ま

し

て

は

討

論

並

び

に

委

員

会

付

託

を

省

略

い

た

し

た

い

と

思

い

ま

す

が

、

御

異

議

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

〕

 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

御

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

よ

っ

て

本

件

は

討

論

並

び

に

委

員

会

付

託

を

省

略

す

る

こ

と

に

決

し

ま

し

た

。

 

 
 

こ

れ

よ

り

本

件

を

一

括

し

て

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

本

件

は

原

案

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

御

異

議

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

〕

 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

御

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

よ

っ

て

本

件

は

原

案

の

と

お

り

可

決

さ

れ

ま

し

た

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

-

─

─

─

─

─

─

 
 
 
 
 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

次

に

日

程

第

四

、

発

議

第

十

一

号

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

事

務

局

長

に

朗

読

さ

せ

ま

す

。

 

○

事

務

局

長

（

乾

 

旬

）

発

議

第

十

一

号

、

次

代

を

担

う

若

者

世

代

支

援

策

を

求

め

る

意

見

書

に

つ

い

て

。
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標

記

の

こ

と

に

つ

い

て

、

五

條

市

議

会

会

議

規

則

第

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

、

別

紙

の

と

お

り

提

出

し

ま

す

。

 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

十

二

月

十

八

日

提

出

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提

 

出

 

者

 
 

五

條

市

議

会

議

員

 

山

 

口

 

耕

 

司

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

賛

 

成

 

者

 

五

條

市

議

会

議

員

 

田

 

原

 

清

 

孝

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃

 
 

 
 

池

 

上

 

輝

 

雄 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃

 
 

 
 

川

 

村

 

家

 

廣

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

-

─

─

─

─

─

─

 
 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

提

案

の

趣

旨

説

明

を

求

め

ま

す

。

二

番

山

口

耕

司

議

員

。

 

〔

二

番

 

山

口

耕

司

登

壇

〕

 

○

二

番

（

山

口

耕

司

）

た

だ

い

ま

上

程

さ

れ

ま

し

た

発

議

第

十

一

号

、

次

代

を

担

う

若

者

世

代

支

援

策

を

求

め

る

意

見

書

に

つ

い

て

、

議

長

か

ら

発

言

の

許

可

を

い

た

だ

き

ま

し

た

の

で

、

案

を

朗

読

し

て

提

案

の

趣

旨

説

明

に

代

え

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

次

代

を

担

う

若

者

世

代

支

援

策

を

求

め

る

意

見

書

（

案

）

 

 

世

界

銀

行

が

今

年

、

二

〇

一

二

年

十

月

に

発

表

し

た

世

界

開

発

報

告

に

よ

る

と

、

欧

州

債

務

危

機

な

ど

に

よ

る

世

界

の

失

業

者

約

二

億

人

の

う

ち

四

割

は

二

十

五

歳

未

満

の

若

者

で

す

。

 

 
 

一

方

、

国

内

に

お

い

て

も

完

全

失

業

率

を

年

齢

階

級

別

に

み

る

と

、

二

〇

一

一

年

で

は

十

五

歳

か

ら

二

十

四

歳

が

八

・

二

パ

ー

セ

ン

ト

と

最

も

高

く

、

二

十

年

前

と

比

べ

る

と

二

倍

近

い

結

果

と

な

っ

て

お

り

、

若

者

に

と

っ

て

は

依

然

と

し

て

厳

し

い

雇

用

環

境

が

続

い

て

い

ま

す

。

 

 
 

若

者

世

代

が

安

定

し

た

職

を

得

ら

れ

な

け

れ

ば

家

庭

を

築

く

こ

と

も

で

き

ず

、

未

婚

化

に

よ

る

更

な

る

少

子

化

か

ら

、

将

来

的

に

社

会

保

障

制

度

を

支

え

る

人

が

少

な

く

な

る

こ

と

も

懸

念

さ

れ

ま

す

。

 

 
 

若

者

世

代

が

経

済

的

に

自

立

で

き

る

か

ど

う

か

は

、

将

来

の

国

の

発

展

に

直

結

す

る

問

題

で

す

。

 

 
 

国

内

の

労

働

市

場

は

高

齢

化

に

よ

る

縮

小

が

予

想

さ

れ

、

主

に

大

企

業

で

は

、

新

規

採

用

を

抑

え

る

一

方

で

、

グ

ロ

ー

バ

ル

化

の

対

応

か

ら

人

材

を

海

外

に

求

め

る

傾

向

を

鮮

明

に

し

て

い

ま

す

。

 

 
 

も

は

や

、

若

者

の

雇

用

不

安

は

個

人

の

努

力

で

乗

り

越

え

る

と

い

う

よ

り

、

就

業

に

お

け

る

構

造

的

問

題

に

陥

っ

て

い

ま

す

。
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ま

た

、

非

正

規

雇

用

の

拡

大

で

若

者

世

代

の

経

済

基

盤

が

弱

く

な

っ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

ま

ず

は

「

非

正

規

」

で

も

一

定

の

生

活

が

で

き

る

よ

う

正

規

・

非

正

規

の

処

遇

格

差

の

解

消

を

図

る

こ

と

や

、

成

長

産

業

を

中

心

と

す

る

雇

用

創

出

が

急

務

で

す

。

 

 
 

次

代

を

担

う

若

者

世

代

が

社

会

で

活

躍

で

き

る

人

材

と

な

っ

て

い

く

か

ど

う

か

は

、

厳

し

い

雇

用

環

境

の

改

善

の

み

な

ら

ず

ワ

ー

ク

・

ラ

イ

フ

・

バ

ラ

ン

ス

、

仕

事

と

生

活

の

調

和

の

実

現

に

向

け

た

抜

本

的

改

革

に

掛

か

っ

て

い

る

と

い

っ

て

も

過

言

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

 

 

よ

っ

て

政

府

に

お

か

れ

て

は

、

こ

れ

ら

の

諸

課

題

を

総

合

的

に

取

り

組

む

、

若

者

雇

用

担

当

大

臣

を

設

置

し

、

国

家

戦

略

と

し

て

幅

広

い

「

若

者

世

代

支

援

策

」

を

実

施

す

る

こ

と

を

下

記

の

と

お

り

強

く

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

記

 

 

一

 

環

境

や

医

療

・

介

護

・

農

業

・

観

光

と

い

っ

た

新

成

長

産

業

分

野

を

始

め

、

産

業

全

体

に

お

け

る

雇

用

創

出

策

を

集

中

的

に

行

う

こ

と

。

 

 

二

 

非

正

規

労

働

者

か

ら

正

規

に

な

り

に

く

い

状

況

か

ら

、

正

規

・

非

正

規

の

処

遇

格

差

の

解

消

を

進

め

、

厚

生

年

金

や

健

康

保

険

問

題

も

含

め

、

非

正

規

で

も

一

定

 
 

の

生

活

が

で

き

る

よ

う

な

仕

組

み

を

構

築

す

る

こ

と

。

 

 

三

 

ワ

ー

ク

・

ラ

イ

フ

・

バ

ラ

ン

ス

が

社

会

で

確

立

さ

れ

る

よ

う

関

連

す

る

法

整

備

や

、

仕

事

、

家

庭

、

育

児

を

持

続

可

能

と

す

る

環

境

づ

く

り

を

強

力

に

推

進

す

る

 
 

こ

と

。

 

 

四

 

上

記

問

題

を

総

合

的

に

取

り

組

む

、

若

者

雇

用

担

当

大

臣

を

設

置

し

、

若

年

雇

用

対

策

を

中

心

と

し

た

国

家

戦

略

と

し

て

具

体

的

に

推

進

す

る

こ

と

。

 

 
 

以

上

、

地

方

自

治

法

第

九

十

九

条

の

規

定

に

よ

り

意

見

書

を

提

出

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

十

二

月

十

八

日

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

五

 

條

 

市

 

議

 

会

 

 
 

議

員

各

位

に

は

何

と

ぞ

御

賛

同

賜

り

ま

す

よ

う

、

よ

ろ

し

く

お

願

い

を

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

提

案

の

趣

旨

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

。

 
 

 
 

こ

れ

よ

り

質

疑

に

入

り

ま

す

。

─

─

。

 

質

疑

を

終

わ

り

ま

す

。

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

本

件

に

つ

き

ま

し

て

は

討

論

並

び

に

委

員

会

付

託

を

省

略

い

た

し

た

い

と

思

い

ま

す

が

、

御

異

議

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か

。
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〔

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

〕

 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

御

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

よ

っ

て

本

件

は

討

論

並

び

に

委

員

会

付

託

を

省

略

す

る

こ

と

に

決

し

ま

し

た

。

 

 
 

こ

れ

よ

り

本

件

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

な

お

、

こ

の

採

決

は

起

立

に

よ

り

行

い

ま

す

。

 

 
 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

本

件

は

原

案

の

と

お

り

可

決

し

、

意

見

書

を

提

出

す

る

こ

と

に

賛

成

の

方

の

起

立

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 
 

 

〔

賛

成

者

起

立

〕

 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

た

だ

い

ま

の

採

決

の

結

果

、

可

否

同

数

で

あ

り

ま

す

。

よ

っ

て

地

方

自

治

法

第

百

十

六

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

議

長

に

お

い

て

裁

決

す

る

こ

と

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

本

案

は

可

決

と

裁

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

な

お

、

意

見

書

の

取

扱

い

に

つ

き

ま

し

て

は

、

議

長

に

御

一

任

願

い

ま

す

。
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─
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─

─

─

─

─

─
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─

─

─

-

─

─

─

─

─

─

 
 
 
 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

次

に

日

程

第

五

、

発

議

第

十

二

号

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

事

務

局

長

に

朗

読

さ

せ

ま

す

。

 

○

事

務

局

長

（

乾

 

旬

）

発

議

第

十

二

号

、

指

定

管

理

者

制

度

に

関

す

る

決

議

に

つ

い

て

。

 

 
 

標

記

の

こ

と

に

つ

い

て

、

五

條

市

議

会

会

議

規

則

第

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

、

別

紙

の

と

お

り

提

出

し

ま

す

。

 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

十

二

月

十

八

日

提

出

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提

 

出

 

者

 
 

五

條

市

議

会

議

員

 

山

 

田

 

澄

 

雄

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

賛

 

成

 

者

 

五

條

市

議

会

議

員
 

川

 

村

 

家

 

廣

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃

 
 

 
 

土
 

井

 

康

 

嗣 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃

 
 

 
 

池

 
上

 

輝

 

雄

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃

 
 

 
 

堀

 

川

 

浩

 

美 
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〃

 
 

 
 

福

 

塚

 
 

 

実

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

-

─

─

─

─

─

─

 
 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

提

案

の

趣

旨

説

明

を

求

め

ま

す

。

十

番

山

田

澄

雄

議

員

。

 

〔

十

番

 

山

田

澄

雄

登

壇

〕

 

○

十

番

（

山

田

澄

雄

）

議

長

か

ら

発

言

の

許

可

を

い

た

だ

き

ま

し

た

の

で

、

た

だ

い

ま

上

程

さ

れ

ま

し

た

発

議

第

十

二

号

、

指

定

管

理

者

制

度

に

関

す

る

決

議

に

つ

い

て

、

案

を

朗

読

し

て

提

案

の

趣

旨

説

明

に

代

え

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

指

定

管

理

者

制

度

に

関

す

る

決

議

（

案

）

 

指

定

管

理

者

制

度

は

、

民

間

事

業

者

等

が

有

す

る

ノ

ウ

ハ

ウ

を

有

効

に

活

用

す

る

こ

と

で

、

住

民

サ

ー

ビ

ス

の

向

上

を

図

り

、

施

設

の

設

置

目

的

を

効

果

的

に

達

成

す

る

と

こ

ろ

に

あ

り

、

指

定

管

理

者

候

補

者

の

選

定

で

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

指

定

管

理

施

設

ご

と

の

指

定

管

理

者

選

定

委

員

会

に

お

い

て

、

公

平

・

公

正

な

審

査

に

基

づ

き

、

指

定

管

理

者

候

補

者

を

選

定

さ

れ

て

い

る

。

 

 

平

成

二

十

四

年

四

月

に

新

た

に

策

定

さ

れ

た

「

新

指

定

管

理

者

制

度

に

関

す

る

基

本

方

針

」

は

、

従

来

の

管

理

方

針

を

見

直

し

、

指

定

管

理

者

制

度

に

お

け

る

行

政

手

続

の

明

確

化

と

そ

の

透

明

性

を

図

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

位

置

付

け

ら

れ

た

が

、

募

集

及

び

選

定

に

関

す

る

手

続

に

お

け

る

指

定

管

理

料

の

精

算

、

同

種

で

あ

る

施

設

の

取

扱

い

、

一

定

の

評

価

に

達

し

た

新

規

団

体

の

加

点

制

度

な

ど

の

点

に

お

い

て

は

、

再

考

の

余

地

を

残

し

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

考

え

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

 

 
 

よ

っ

て

、

本

制

度

を

真

に

積

極

的

な

行

財

政

改

革

の

手

段

と

し

て

活

用

す

る

た

め

に

も

、

新

指

定

管

理

者

制

度

に

関

す

る

基

本

方

針

の

再

検

討

を

求

め

る

も

の

で

あ

 

る

。

 

 
 

以

上

、

決

議

す

る

。

 

 
 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

十

二

月

十

八

日

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

五

 

條

 

市

 

議

 

会

 

 
 

議

員

各

位

に

は

何

と

ぞ

御

賛

同

賜

り

ま

す

よ

う

、

よ

ろ

し

く

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

。
 

 
 

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

提

案

の

趣

旨

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

。

 
 

 
 

こ

れ

よ

り

質

疑

に

入

り

ま

す

。

─

─

。
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質

疑

を

終

わ

り

ま

す

。

 
お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

本

件

に

つ

き

ま

し

て

は

討

論

並

び

に

委

員

会

付

託

を

省

略

い

た

し

た

い

と

思

い

ま

す

が

、

御

異

議

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

〕

 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

御

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

よ

っ

て

本

件

は

討

論

並

び

に

委

員

会

付

託

を

省

略

す

る

こ

と

に

決

し

ま

し

た

。

 

 
 

こ

れ

よ

り

本

件

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

な

お

、

こ

の

採

決

は

起

立

に

よ

り

行

い

ま

す

。

 

 
 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

本

件

は

決

議

案

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

賛

成

の

方

の

起

立

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 
 

 

〔

賛

成

者

起

立

〕

 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

起

立

全

員

で

あ

り

ま

す

。
 

 
 

よ

っ

て

本

件

は

決

議

案

の

と

お

り

可

決

さ

れ

ま

し

た

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

-

─

─

─

─

─

─

 
 
 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

こ

の

際

、

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

各

常

任

委

員

会

委

員

長

及

び

議

会

運

営

委

員

会

委

員

長

か

ら

、

会

議

規

則

第

九

十

八

条

の

規

定

に

よ

り

、

お

手

元

に

配

布

い

た

し

て

お

り

ま

す

閉

会

中

継

続

調

査

申

出

一

覧

表

の

と

お

り

、

閉

会

中

の

継

続

調

査

申

出

書

が

提

出

さ

れ

て

お

り

ま

す

。

 

 
 

各

委

員

会

委

員

長

か

ら

申

出

の

と

お

り

、

閉

会

中

の

継

続

調

査

と

す

る

こ

と

に

、

御

異

議

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

〕

 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

御

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

よ

っ

て

申

出

ど

お

り

、

閉

会

中

の

継

続

調

査

と

す

る

こ

と

に

決

し

ま

し

た

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

-

─

─

─

─

─

─

 
 
 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

以

上

で

、

本

日

の

（

「

十

番

」

の

声

あ

り

）

…

…

十

番

山

田

澄

雄

議

員

。
 

○

十

番

（

山

田

澄

雄

）

動

議

と

い

う

こ

と

で

、

先

般

執

り

行

わ

れ

ま

し

た

衆

議

院

の

選

挙

の

こ

と

で

副

市

長

に

、

こ

の

間

も

議

会

中

に

副

市

長

に

も

来

て

い

た

だ

き

ま

し

て

、

い

ろ

い

ろ

話

を

聞

か

せ

て

い

た

だ

い

た

の

で

す

け

れ

ど

も

、

衆

議

院

選

挙

に

お

き

ま

し

て

、

副

市

長

は

選

挙

期

間

中

に

中

央

公

民

館

の

方

で

、

衆

議

院

の

選

挙

候
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補

者

の

選

挙

活

動

の

応

援

を

し

た

と

い

う

よ

う

な

こ

と

を

聞

き

ま

し

た

け

れ

ど

も

、

そ

れ

に

つ

き

ま

し

て

、

動

議

と

し

て

出

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

け

れ

ど

も

…

…

、

こ

の

場

合

は

、

僕

は

主

催

者

側

の

応

援

と

い

う

こ

と

で

、

副

市

長

に

聞

き

ま

し

た

ら

、

市

長

の

命

に

よ

っ

て

そ

の

場

に

行

っ

た

と

い

う

こ

と

だ

っ

た

の

で

す

け

れ

ど

も

、

こ

の

こ

と

に

つ

き

ま

し

て

、

議

長

に

も

…

…

…

。

 

そ

れ

で

は

、

項

目

と

い

う

こ

と

で

、

先

日

、

衆

議

院

議

員

の

選

挙

が

行

わ

れ

ま

し

た

こ

と

で

、

副

市

長

が

行

っ

た

行

為

が

選

挙

違

反

で

あ

る

か

な

い

か

と

い

う

こ

と

に

つ

き

ま

し

て

、

動

議

を

出

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

そ

れ

で

は

こ

の

件

に

つ

き

ま

し

て

、

意

見

調

整

の

た

め

暫

時

休

憩

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

午

前

十

一

時

二

十

五

分

休

憩

に

入

る

 

  
 

 
 

 
 

 
 

午

前

十

一

時

四

十

六

分

再

開

 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

休

憩

前

に

引

き

続

き

会

議

を

再

開

い

た

し

ま

す

。

 

た

だ

い

ま

の

出

席

議

員

数

は

定

足

数

に

達

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

会

議

が

成

立

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

先

ほ

ど

十

番

山

田

議

員

か

ら

の

緊

急

動

議

に

対

し

ま

し

て

、

私

の

方

か

ら

、

副

市

長

、

ま

た

市

長

、

疑

惑

を

持

た

れ

る

よ

う

な

行

動

は

以

後

慎

ん

で

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

そ

れ

だ

け

を

申

し

伝

え

ま

す

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

-

─

─

─

─

─

─

 
 
 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

以

上

で

、

本

日

の

日

程

は

全

部

終

了

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 
 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

本

定

例

会

の

会

期

は

十

九

日

ま

で

と

な

っ

て

お

り

ま

す

が

、

議

事

が

全

部

終

了

い

た

し

ま

し

た

の

で

、

本

日

こ

れ

を

も

っ

て

閉

会

い

た

し

た

い

と

思

い

ま

す

が

、

御

異

議

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

〕

 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

御

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

よ

っ

て

本

定

例

会

は

本

日

こ

れ

を

も

っ

て

閉

会

す

る

こ

と

に

決

し

ま

し

た

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

-

─

─

─

─

─

─

 
 
 

○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

閉

会

に

当

た

り

、

一

言

御

挨

拶

を

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

議

員

各

位

に

は

、

終

始

御

熱

心

に

御

精

励

賜

り

円

滑

な

る

運

営

に

御

尽

力

、

御

協

力

い

た

だ

き

ま

し

た

こ

と

を

、

厚

く

御

礼

申

し

上

げ

ま

す

。
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ま

た

こ

の

た

び

は

、

議

員

各

位

の

温

か

い

御

支

援

に

よ

り

ま

し

て

議

長

に

御

推

挙

賜

り

ま

し

た

。

も

と

よ

り

微

力

で

は

ご

ざ

い

ま

す

が

、

市

政

の

発

展

と

議

会

の

円

滑

な

運

営

に

最

善

を

尽

く

す

所

存

で

ご

ざ

い

ま

す

の

で

、

理

事

者

側

各

位

並

び

に

議

員

各

位

に

は

何

と

ぞ

御

協

力

賜

り

ま

す

よ

う

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

ま

た

、

時

節

柄

健

康

に

は

十

分

御

自

愛

い

た

だ

き

、

御

家

族

そ

ろ

っ

て

良

い

年

を

お

迎

え

い

た

だ

き

ま

す

よ

う

御

祈

念

申

し

上

げ

、

閉

会

の

挨

拶

と

い

た

し

ま

す

。

 

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

 

市

長

か

ら

閉

会

の

御

挨

拶

が

あ

り

ま

す

。

太

田

市

長

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

市

長

 

太

田

好

紀

登

壇

〕

 

○

市

長

（

太

田

好

紀

）

平

成

二

十

四

年

第

四

回

定

例

会

の

閉

会

に

当

た

り

ま

し

て

、

一

言

御

挨

拶

を

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

議

員

各

位

に

は

、

公

私

と

も

お

忙

し

い

中

、

慎

重

審

議

を

賜

り

誠

に

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

 

 

本

定

例

会

に

提

出

い

た

し

ま

し

た

諸

議

案

は

、

議

員

各

位

の

御

協

力

に

よ

り

ま

し

て

、

い

ず

れ

も

原

案

ど

お

り

可

決

、

承

認

を

得

ま

し

た

こ

と

に

、

心

か

ら

お

礼

を

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

ま

た

、

本

定

例

会

に

お

き

ま

し

て

は

、

峯

林

議

長

を

中

心

と

し

た

市

議

会

の

新

体

制

を

決

め

て

い

た

だ

き

、

本

市

の

更

な

る

飛

躍

と

発

展

に

向

け

て

、

新

た

な

ス

タ

ー

ト

を

切

っ

て

い

た

だ

く

こ

と

と

な

り

ま

し

た

。

 

 

こ

れ

か

ら

の

市

政

運

営

に

つ

き

ま

し

て

も

、

本

定

例

会

中

に

議

員

各

位

か

ら

い

た

だ

き

ま

し

た

御

意

見

、

御

提

言

を

十

分

に

踏

ま

え

な

が

ら

進

め

て

ま

い

り

た

い

と

考

え

て

お

り

ま

す

の

で

、

今

後

と

も

本

市

発

展

の

た

め

、

御

協

力

を

お

願

い

申

し

上

げ

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

 

一

昨

日

、

衆

議

院

選

挙

の

投

開

票

が

行

わ

れ

、

自

民

党

が

過

半

数

を

大

き

く

上

回

る

議

席

を

獲

得

し

、

三

年

三

箇

月

ぶ

り

に

政

権

を

担

う

こ

と

と

な

り

ま

し

た

。

 

 

こ

こ

数

年

は

、

ね

じ

れ

国

会

に

よ

り

短

命

内

閣

が

続

い

て

い

ま

し

た

。

ま

た

同

じ

こ

と

を

繰

り

返

し

て

は

、

政

治

へ

の

不

信

感

や

無

力

感

は

高

ま

る

一

方

と

な

り

ま

 

す

。

 

 

待

っ

た

な

し

の

景

気

対

策

や

社

会

保

障

、

原

発

・

エ

ネ

ル

ギ

ー

政

策

、

震

災

復

興

、

外

交

・

安

保

な

ど

難

易

度

が

高

い

課

題

が

山

積

し

て

い

ま

す

が

、

新

政

権

に

は

大

き

な

リ

ー

ダ

ー

シ

ッ

プ

を

発

揮

し

て

、

国

民

に

信

頼

し

て

い

た

だ

け

る

政

治

を

期

待

す

る

も

の

で

す

。

 

 

さ

て

、

今

年

も

残

す

と

こ

ろ

、

あ

と

二

週

間

と

な

り

、

寒

さ

も

い

よ

い

よ

本

格

的

に

厳

し

く

な

っ

て

ま

い

り

ま

し

た

。

 

 
 

議

員

各

位

に

は

、

こ

れ

か

ら

の

年

末

年

始

、

多

忙

な

日

が

続

く

こ

と

と

存

じ

ま

す

が

、

ど

う

か

健

康

に

は

十

分

御

留

意

を

い

た

だ

き

、

御

家

族

お

そ

ろ

い

で

輝

か

し

い

平

成

二

十

五

年

の

新

春

を

お

元

気

で

お

迎

え

く

だ

さ

る

よ

う

、

心

か

ら

御

祈

念

申

し

上

げ

、

閉

会

に

当

た

り

ま

し

て

の

御

挨

拶

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。
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○

議

長

（

峯

林

宏

政

）

こ

れ

を

も

ち

ま

し

て

、

平

成

二

十

四

年

五

條

市

議

会

第

四

回

十

二

月

定

例

会

を

閉

会

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

午

前

十

一

時

四

十

九

分

閉

会

 
 

 
 

 
 

 
 

  

本

会

議

録

の

正

当

な

る

こ

と

を

証

明

す

る

た

め

に

こ

こ

に

署

名

す

る

。

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

議

 

会

 

議

 

長

 
 

峯

 
 

林

 
 

宏

 
 

政

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

議

 

会

 

議

 

員

 
 

益

 
 

田

 
 

吉

 
 

博

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

議

 

会

 

議

 

員

 
 

吉

 
 

田

 
 

雅

 
 

範

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

署

 

名

 

議

 

員

 
 

池

 
 

上

 
 

輝

 
 

雄

 

 

 

署

 
名

 

議

 

員

 
 

山

 
 

田

 
 

澄

 
 

雄

 

 

 

署

 

名

 

議

 
員

 
 

峯

 
 

林

 
 

宏

 
 

政

（

十

二

月

十

四

日

以

前

の

会

議

に

つ

い

て

署

名

）

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

署

 

名

 

議

 

員

 
 

花

 
 

谷

 
 

昭

 
 

典

（

十

二

月

十

四

日

以

降

の

会

議

に

つ

い

て

署

名

）

 

 


